
（総則）

第１条　平成２８年度千葉県地方土地開発公社予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりと定める。

公有地取得事業 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　事業収益 千円

第１項　公有地取得事業収益 千円

第２款　事業外収益 千円

第１項　受取利息 千円

第２項　雑収益 千円

　　　　収　入　合　計 千円

第１款　事業原価 千円

第１項　公有地取得事業原価 千円

第２款　販売費及び一般管理費 千円

第１項　販売費及び一般管理費 千円

第３款　事業外費用 千円

第１項　支払利息 千円

第４款　予備費 千円

第１項　予備費 千円

　　　　支　出　合　計 千円

（収益的収入支出差引額 １０,５３０ 千円）
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

資金で補てんするものとする。）。

第１款　資本的収入 千円

第１項　長期借入金 千円

第２項　開発基金借入金 千円

第３項　開発基金繰入金 千円

第１款　資本的支出 千円

第１項　公有地取得事業費 千円

第２項　長期借入金償還金 千円

第３項　開発基金償還金 千円

第４項　開発基金積立金 千円

（資本的収入支出差引額 △１，４１２,９９０ 千円）

（長期借入金）

第５条　長期借入金の目的、限度額、借入方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。

千円

（予算の弾力運用）

第６条　業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは、支出

の予定額を超えて、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費

に使用することができる。
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